
入札説明書

令和８年度九重青少年の家寝具類賃貸借業務単価契約に係る一般競争入札等については、

関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければなりません。

この場合において、当該入札説明書について疑義がある場合は、下記３に掲げる者に説明

を求めることができます。ただし、入札後仕様等の不知又は不明を理由として異議を申し立

てることはできません。

                    記

１ 公告日 令和８年３月３日

２ 競争入札に付する事項

（１）件  名  令和８年度九重青少年の家寝具類賃貸借業務（単価契約）

（２）契約期間  令和８年４月１日から令和８年９月３０日まで

（３）対象施設  大分県立九重青少年の家

（４）仕 様 書  別添「令和８年度九重青少年の家寝具類賃貸借契約単価契約仕様書」

のとおり

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称

  大分県立九重青少年の家

  〒８７９－５１０３ 大分県玖珠郡九重町大字田野２０４番地４７

  電話 ０９７３－７９－３１１４

  FAX ０９７３－７９－３１１５

４ 契約条項を示す場所及び日時

（１）場所

   大分県玖珠郡九重町大字田野２０４番地４７

   大分県立九重青少年の家

（２）日時

   令和８年３月４日から令和８年３月３１日までの午前９時００分から

  午後５時００分まで



５ 入札参加条件

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しないもので

あること。

  ２ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する

者に必要な資格（以下、「競争入札参加資格」という。）を取得している者であるこ

と。

６ 競争入札及び開札の場所及び日時

（１）場所 大分県立九重青少年の家管理研修棟会議室

  （２）日時 令和８年４月１日（水曜日）午前１０時００分

７  入札の方法

（１） 入札者は、入札書を提出しなければならない。

（２） 単位に留意のうえ、入札金額を記載すること。

（３） 入札金額は、消費税及び地方消費税額抜きの単価及び単価に予定枚数を乗した金

額を記入し、シーツ及び枕の合計金額を記載すること。

（４） 入札書は、封筒に入れ、業務名及び住所・氏名を記載して提出すること。

（５） 入札は、入札者本人又はその代理人が入札書を提出すること。

（６） 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。

（７） 代理人が入札する場合は、入札者の代表者氏名の下に代理人氏名を記載し、代理

人使用印を押印すること。

（８） 入札者本人又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることがで

きない。

（９） 提出した入札書については、書換え、引替え又は撤回を認めない。

８ 大分県契約事務規則の適用

   入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則

（昭和３９年大分県規則第２２号）の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札

に参加すること。

９  入札保証金に関する事項

   年間予定金額の５／１００以上

１０ 入札参加時の注意点

   落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税



業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。

１１ 入札の無効

   次のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に

参加することができない場合がある。

（１） 本入札に係る公告に示した入札参加資格のない者のした入札

（２） 競争に際し、不当に価格をせり上げる目的で他人と連合したと認められる者のした

入札

（３） 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札

（４） 同一の入札について二以上の入札をした者のした入札

（５） 同一の入札について二以上の入札者の代理人となった者のした入札

（６） 入札金額の訂正に訂正印のない入札

（７） 入札金額、住所、氏名その他入札要件を認定しがたい入札

（８） その他入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札

１２ 落札者の決定の方法

（１） 有効な入札で、大分県契約事務規則第２３条の規定により作成された予定価格の

範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。

（２） 開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第１６７条の

８第４項の規定により再度の入札を行う。再入札は開札日当日に行う。落札者が

ないときには随意契約に移行するものとする。

１３ 契約保証金に関する事項

   年間予定金額の１０／１００以上

１４ 最低制限価格に関する事項

   設定しない。

１５ 質問の受付及び回答

１ 本業務についての質問は、質問書（別添様式）により下記２から４までのとおり行う

ものとし、質問書の提出があった場合においては、５の期限までに、質問の内容及び回

答を九重青少年の家ホームページ及び大分県立九重青少年の家事務室内に掲載する。

２ 提出場所 大分県立九重青少年の家

３ 提出期限 令和８年３月２３日（月）１７時００分

４ 提出方法 持参、郵送又はＦＡＸのいずれかの方法により提出すること。なお、ＦＡ



Ｘによる場合は必ず電話により着信を確認すること。

５ 回答期限 令和８年３月３１日（火）１７時００分

１６ その他の事項

  入札後、落札業者は令和８年４月１日から円滑に業務ができるように準備すること。


